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証券コード ６２１７
令和７年２月10日

（電子提供措置の開始日 令和７年２月４日）
株 主 各 位

石川県金沢市野町５丁目18番18号
津 田 駒 工 業 株 式 会 社
代表取締役会長

兼社長 高 納 伸 宏

第114回定時株主総会招集ご通知
謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第114回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第114回定時株主総会招集ご通知」及び「第114回定時株主総会その他の電子提供措置事
項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.tsudakoma.co.jp/stockholder/index.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
下記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コード（6217）を入力・検索し、「基本

情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

敬 具

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示の上、令和７年２月25日（火曜日）午後５時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。また、議決権行使書面において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
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記
1. 日 時 令和７年２月26日（水曜日）午前10時（受付開始午前９時）
2. 場 所 石川県金沢市野町５丁目18番18号

津田駒工業株式会社 本社 ６階 大会議室
3. 目的事項
報告事項 1.第114期（令和５年12月１日から令和６年11月30日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第114期（令和５年12月１日から令和６年11月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 会計監査人選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
いたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第1８条の規定に基
づき、お送りする書面には記載しておりません。
(1)連結株主資本等変動計算書及び連結計算書類の連結注記表
(2)株主資本等変動計算書及び計算書類の個別注記表
(3)連結計算書類に係る会計監査人監査報告書
(4)会計監査人監査報告書
(5)監査役会監査報告書
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査

役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。今回ガ
バナンス強化のため、社外取締役１名を増員し、取締役７名の選任をお願いする
ものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

［取締役候補者］

１
たか の のぶ ひろ

再 任高 納 伸 宏 （昭和29年２月14日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和51年４月 丸紅株式会社入社
平成３年７月 TEKMAR S.P.A社長
平成５年11月 MARUBENI TEKMATEX

(THAILAND) CO.,LTD.社長
平成13年６月 丸紅テクマテックス株式会社

取締役
平成18年６月 同社 代表取締役社長
平成24年10月 同社 特別顧問
平成25年２月 同社 退任

当社取締役
新規事業担当

平成26年２月 コンポジット事業担当
平成27年２月 代表取締役社長
平成28年２月 工作機械関連事業担当
平成29年２月 コンポジット機械部門統括

工作機械関連事業統括
平成30年７月 法務・コンプライアンス室担当
令和２年７月 TSUDAKOMA Europe s.r.l.

代表取締役（現在）
令和４年２月 代表取締役会長CEO
令和５年４月 代表取締役会長兼社長（現在）

法務・コンプライアンス室担当（現在）

■ 所有する当社株式の数 8,000株
■ 取締役候補者とした理由
同氏は、企業経営者として豊富な経験と見識を有し、また、繊維機械・繊維業界にも精通して

おります。当社においては、取締役としてコンポジット機械事業の製品開発と販路開拓に貢献
し、社長就任後は経営改革を進めました。令和５年４月からは代表取締役会長兼社長として、当
企業グループ全体の経営方針、戦略の決定等、経営全般を担っており、今後も当企業グループの
成長に貢献することを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
■ 候補者に関する特記事項
同氏は、TSUDAKOMA Europe s.r.l.の代表取締役であり、当社は同社に対し、繊維機械等

の製品、部品の販売、アフターサービスを委託しております。
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２
きた の こう じ

再 任北 野 浩 司 （昭和35年12月28日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和61年４月 当社入社
平成24年２月 製造部製造第１部長
平成26年２月 執行役員

製造部長
平成28年２月 取締役（現在）

製造部門担当
品質保証部長

平成29年２月 製造部門統括
品質保証部門統括

平成31年２月 品質保証部門担当
品質保証部長

令和４年２月 工作機械関連事業統括
鋳造部門統括
航空機部品推進室長

令和５年２月 管理部門統括（現在）
総務部長
輸出管理室長（現在）
ふぁみーゆツダコマ株式会社
代表取締役（現在）

■ 所有する当社株式の数 9,800株

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、製造分野において豊富な経験と見識を有し、国際市場で通用する製品の製造を牽引

してまいりました。今後も同氏の有する豊富な経験と専門知識を活かして当企業グループの成長
に貢献することを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

■ 候補者に関する特記事項
同氏は、ふぁみーゆツダコマ株式会社の代表取締役であり、当社は同社に対し、庶務・軽作業

を委託しております。
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３
てら だ たけ し

再 任寺 田 武 志 （昭和40年９月23日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
平成２年４月 当社入社
平成28年２月 繊維機械販売部長
平成30年２月 執行役員
平成31年２月 取締役（現在）

繊維機械事業統括（現在）
TSUDAKOMA SERVICE
INDIA PRIVATE LIMITED
代表取締役（現在）

令和３年２月 津田駒機械設備（上海）有限
公司董事長（現在）
津田駒機械製造（常熟）有限
公司董事長（現在）

■ 所有する当社株式の数 5,500株

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、販売分野において豊富な経験と見識を有し、市場のグローバル展開を牽引してまい

りました。今後も同氏の有する豊富な経験と専門知識を活かして当企業グループの成長に貢献す
ることを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

■ 候補者に関する特記事項
同氏は、以下の会社の代表等であり、当社と各社の関係は以下のとおりであります。

1）TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITEDの代表取締役であり、当社は同社に対
し、当社製品のアフターサービスを委託しております。

2）津田駒機械設備（上海）有限公司の董事長であり、当社は同社に対し、当社製品のアフター
サービス及び部品販売を委託しております。

3）津田駒機械製造（常熟）有限公司の董事長であり、当社は同社に対し、繊維機械部品を販売
しております。
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４
おお かわ さと し

再 任大 河 哲 史 （昭和40年11月９日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和63年４月 当社入社
平成29年 2 月 工機販売部長

令和３年２月 執行役員
令和４年２月 ツダコマテクノサポート株式

会社 代表取締役（現在）
令和５年２月 取締役（現在）

工作機械関連事業統括（現在）
航空機部品推進室長

■ 所有する当社株式の数 4,200株

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、販売分野において豊富な経験と見識を有し、工作機械業界の市場動向を捉えるととも

に、新製品の市場投入や市場の拡大など工作機械関連事業を牽引してまいりました。今後も同氏
の有する豊富な経験と専門知識を活かして当企業グループの成長に貢献することを期待し、引き
続き取締役として選任をお願いするものです。

■ 候補者に関する特記事項
同氏は、ツダコマテクノサポート株式会社の代表取締役であり、当社は同社に対し、当社製品

のアフターサービスを委託しております。
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５
まつ ばら かず ひろ

再 任 社外取締役候補者 独立役員候補者松 原 和 弘 （昭和28年11月15日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和51年４月 中部電力株式会社入社
平成19年７月 同社常務執行役員 経理部長
平成21年 6 月 同社取締役 専務執行役員

経理部、資材部統括
平成22年 6 月 同社代表取締役 副社長執行

役員 経理部、資材部統括
平成23年 6 月 同社代表取締役 副社長執行

役員 法務部、総務部、経理
部、資材部統括

平成25年 6 月 同社代表取締役 副社長執行
役員 法務部、総務部、経理
部、資材部、情報システム部
統括

平成28年 4 月 同社取締役
平成28年 6 月 同社常勤監査役
令和２年６月 東海東京証券株式会社

取締役
令和６年２月 当社取締役（現在）

■ 所有する当社株式の数 ０株

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企

業経営の経験も有しております。令和２年６月には東海東京証券株式会社の取締役にも就任して
おります。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督および当社の持続的成長と中
長期的な企業価値の向上に向けた意思決定に貢献いただくことを期待し、引き続き社外取締役
（独立役員）として選任をお願いするものです。

■ 独立性に関する事項
同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けており、同氏が社外取締

役に選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

■ 責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同契約を継続
する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定め
る最低責任限度額としております。

■ 在任期間
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

■ 候補者に関する特記事項
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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６
かわ むら はじめ

再 任 社外取締役候補者 独立役員候補者河 村 肇 （昭和33年11月11日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和56年４月 丸紅株式会社 入社
平成24年４月 同社 執行役員プラント・産

業機械部門長代行
平成25年 4 月 同社 執行役員プラント・産

業機械部門長
平成26年４月 同社 執行役員プラント部門長
平成28年 4 月 同社 常務執行役員プラント

本部長

平成30年４月 同社 常務執行役員米州統括、
北中米支配人、丸紅米国会社
社長・CEO

平成31年４月 同社 専務執行役員
社会産業・金融グループCEO

令和２年６月 みずほリース株式会社 社外
取締役（現在）

令和５年４月 丸紅株式会社 特別顧問（現在）
令和６年２月 当社取締役（現在）

■ 所有する当社株式の数 ０株

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は総合商社の業務全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループCEO

など同社のトップマネジメントとして企業経営の経験も豊富です。令和２年6月にはみずほリー
ス株式会社の社外取締役にも就任しております。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経
営の監督および当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定に貢献いただく
ことを期待し、引き続き社外取締役（独立役員）として選任をお願いするものです。

■ 独立性に関する事項
同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けており、同氏が社外取締

役に選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

■ 責任限定契約
当社は同氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同契約を継続
する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定め
る最低責任限度額としております。

■ 在任期間
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

■ 候補者に関する特記事項
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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７
しも かわ ひろ よし

新 任 社外取締役候補者 独立役員候補者下 川 広 佳 （昭和35年3月8日生）
■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当
昭和58年４月 川崎重工株式会社 入社
平成26年 7 月 同社 航空宇宙カンパニー 生

産本部副本部長（生産担当）
兼 生産管理部長

平成27年 4 月 同社 航空宇宙カンパニー
QM推進本部長

平成29年４月 同社 執行役員 航空宇宙カン
パニー バイスプレジデント
兼 生産本部長

平成30年 4 月 同社 執行役員 航空宇宙シス
テムカンパニー バイスプレ
ジデント（航空宇宙事業担
当）

平成31年４月 同社 常務執行役員 航空宇宙
システムカンパニープレジデ
ント

令和元年６月 同社取締役 常務執行役員 航
空宇宙システムカンパニープ
レジデント

令和２年６月 同社 専務執行役員 航空宇宙
システムカンパニープレジデ
ント 川崎車両株式会社担当
（現在）

■ 所有する当社株式の数 0株
■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は製造業の業務全般に深い知見を有し、川崎重工株式会社において長年にわたり航空宇宙

事業における生産・品質保証に関する業務に従事し、平成29年に同社執行役員に、令和元年に
同社取締役に就任しており同社のトップマネジメントとして企業経営の経験も豊富です。これら
の豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督および当社の持続的成長と中長期的な企業価値
の向上に向けた意思決定に貢献いただくことを期待し、社外取締役（独立役員）として選任をお
願いするものです。
■ 独立性に関する事項
同氏が社外取締役に選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

なる予定であります。
■ 責任限定契約
同氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定

款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額
といたします。
■ 候補者に関する特記事項
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主
代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとし
ております。各候補者が選任された場合には当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第２号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である仰星監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了に

より退任となります。つきましては、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査
人の選任をお願いしたいと存じます。
監査役会がかなで監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点で

の監査及び機動的な監査が期待できることに加え、当社の会計監査人に求められ
る専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われる
ことを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（令和６年11月時点）

名称 かなで監査法人

所在地 東京都中央区日本橋一丁目２番10号
東洋ビルディング

沿革 2020年10月１日 設立

概要

出資金 ７５百万円
構成人員 社員（公認会計士） 14名

特定社員 1名
職員（公認会計士） 43名
職員（公認会計士試験合格者等） 38名
合計 96名
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（ご参考）
取締役候補者及び監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）
取締役候補者の主要な専門性と経験は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名

取締役候補者が有している専門性と経験（主要５項目までを記載しております）

企業経営 海外事業
国際性

財務
会計

法務
コンプライアンス

営業
マーケティング

IT・技術
研究開発

製造
品質管理 他社事業

１
たか の のぶ ひろ

高 納 伸 宏 ● ● ● ● ●

２
きた の こう じ

北 野 浩 司 ● ● ● ●

３
てら だ たけ し

寺 田 武 志 ● ● ● ●

４
おお かわ さと し

大 河 哲 史 ● ● ● ●

５
まつ ばら かず ひろ

松 原 和 弘 ● ● ● ● ●

６
かわ むら はじめ

河 村 肇 ● ● ● ● ●

7
しも かわ ひろ よし

下 川 広 佳 ● ● ● ● ●

監査役の主要な専門性と経験は、次のとおりであります。

地 位 氏 名
監査役が有している専門性と経験（主要５項目までを記載しております）

企業経営 海外事業
国際性

財務
会計

法務
コンプライアンス

営業
マーケティング

IT・技術
研究開発

製造
品質管理 他社事業

常勤監査役
は せ ひろ し

長 谷 博 史 ● ●

常勤監査役
わか もり たつ お

若 森 達 雄 ● ● ● ●

社外監査役
しぶ や すすむ

澁 谷 進 ● ● ● ● ●

社外監査役
かじ まさ たか

梶 政 隆 ● ● ● ● ●

以 上
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事 業 報 告
（令和５年12月１日から令和６年11月30日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当期のわが国経済は、円安や価格転嫁による収益性の改善により業績が好転する企業が増
え、また賃上げ等の影響により個人消費も若干回復し、景気は緩やかな回復となっておりま
す。海外におきましては、米国経済は堅調に推移したものの、中国経済は不動産市況の低迷
により力強さを欠き、欧州経済は停滞が続きました。
こうした中、当企業グループは、2024年度から2026年度をターゲットにした「中期経営

計画2026」を策定し、採算性の改善を図り安定した利益の確保に向けた活動を展開しまし
た。
この結果、全体の受注高は33,081百万円（前期比19.4%減少）となりました。売上高は、

繊維機械事業でインド市場での受注伸び悩みなどにより、全体として36,445百万円（前期比
7.2%減少）となりました。一方損益面では、販売価格への転嫁や原価低減の取り組みが進ん
だことにより、営業利益は398百万円（前期 営業損失1,216百万円）、経常利益は金利負担
等により282百万円（前期 経常損失1,295百万円）となりました。親会社株主に帰属する当
期純利益は、政策保有株式の売却益の計上等により488百万円の利益（前期 親会社株主に帰
属する当期純損失1,246百万円）となりました。
ただ黒字化は達成したものの、配当原資が不十分な状況から、期末配当金につきましては、

誠に遺憾ながら見送りとさせていただきたく存じます。
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令和５年度
第113期

令和５年度
第113期

令和５年度
第113期

■ 受 注 高 ■ 売 上 高（百万円） （百万円）

△810

35,622
33,544

令和６年度
第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

911

27,763
30,867

■ 営業利益又は
営業損失（△）（百万円）
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事業別の状況は下記のとおりです。

＜繊維機械事業＞

受注高 27,763百万円
(前期比22.1％減）

売上高 30,867百万円
(前期比8.0％減）

営業利益 911百万円
(前期 営業損失810百万円）

(繊維機械事業）
中国で昨年10月に開催された、繊維機械国際見本市 ITMA ASIA+CITME2024上海にお

いて、従来機種から更なる高生産性を実現したエアジェットルームZAX001neoPlusを発表
し、高い評価をいただきました。中国市場では、国内の高級スポーツカジュアル分野が好調
であり、年間を通じウォータジェットルームでの大型案件を受注しております。
インド市場では織物輸出が停滞、内需も一部織物分野で供給過多の状況が続き、客先の設

備投資に対する銀行融資の厳しさは増し、本来の力強さを取り戻しておりません。産業資材
分野は、主にエアバッグ用途で受注を積み上げました。その他の産業資材分野や炭素繊維向
けレピアルームについても引き合いは増加しております。
この結果、受注高は27,763百万円（前期比22.1%減少）となり、売上高は30,867百万

円（前期比8.0％減少）となりました。損益面では、販売価格の転嫁が進んだことや原価低
減の取り組みにより、営業利益は911百万円（前期 営業損失810百万円）となりました。
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令和５年度
第113期

令和５年度
第113期

令和５年度
第113期

■ 受 注 高 ■ 売 上 高（百万円） （百万円） ■ 営業利益（百万円）

657
5,413 5,734

■ 営業利益

令和６年度
第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

5555,317 5,577
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＜工作機械関連事業＞

受注高 5,317百万円
(前期比1.8%減）

売上高 5,577百万円
(前期比2.7％減）

営業利益 555百万円
(前期比15.5％減）

（工作機械関連事業）
工作機械業界全体の受注は年間を通じ低調に推移し、設備投資は依然として低迷しており

ます。主力の海外市場である北米や、インド、トルコなどの新興市場は堅調に推移しました
が、日本や中国、欧州市場は、期待した設備投資意欲の高揚には至らず厳しい状況が続いて
おります。
このような中、昨年11月に開催された日本国際工作機械見本市（JIMTOF2024）で生産

性向上にフォーカスした傾斜NC円テーブルなどの新製品の展示を行い、成果を得ることが
できました。
この結果、受注高は5,317百万円（前期比1.8％減少）、売上高は5,577百万円（前期比

2.7％減少）となりました。損益面では生産の減少があったものの、販売価格の改定や生産
効率の改善に努めたことにより、営業利益は555百万円（前期比15.5％減少）となりまし
た。

当企業グループの事業別の売上高及び受注高は次のとおりであります。
（単位：百万円）

事 業 区 分 売 上 高 受 注 高

繊 維 機 械 事 業 30,867 27,763

工 作 機 械 関 連 事 業 5,577 5,317

合 計 36,445 33,081
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（2）対処すべき課題
世界経済は、原材料高騰、中国経済の低迷、ロシア・ウクライナ戦争や中東問題、欧米で

のインフレなど、先行きの不透明感は続いております。
当企業グループは、企業価値の向上を実現するため、またステークホルダーの信頼回復に

向けて、2024年度から2026年度をターゲットとした「中期経営計画2026」を策定し、ス
タートしております。
利益の追求とキャッシュ・フローの改善による財務基盤の立て直しを最重要課題とし、継

続的に利益確保ができる事業体質の構築に注力してまいります。そのため、これまでの企業
風土を変えていくとともに、組織体制を見直し活性化を進めます。また人的資本の充実を目
指した人事制度改革、育成プログラムの構築を図ります。
各事業部の活動として、繊維機械事業では将来の成長領域と位置付けている産業資材向け

製品の販売を強化、新型エアジェットルームのラインナップ拡充および新型サイジングマシ
ンの投入、エアジェットルームとウォータジェットルームのプラットフォーム化によるコス
トダウンを図ります。
工作機械関連事業ではＮＣ円テーブルを中心とした既存製品の新興市場への販促展開、プ

ラットフォーム化を活用し更なるリードタイムの短縮の実現、子会社、他部門との製品開発
やサービスの協業を加速させ、お客様の需要に応えた新たな製品の市場投入を図ります。
コンポジット機械事業では、宇宙・輸送関連の燃料タンクの共同開発を推進し、次期航空

機に向けた製造設備の受注確保に努めます。ＴＲＩ（ツダコマ・ロボテック・インテグレー
ション）事業では、増産へのステップとしてノウハウの蓄積に力を注ぎ、インフラ用ＦＲＰ
材料については、ＩＣＣ（革新複合材料研究開発センター）との共同開発を進めます。
全事業部門で原価の予実管理を徹底し、原価低減を推し進めるとともに、適正価格への改

善に継続的に取り組みます。また、各部門における課題の解決や生産・業務効率の向上を進
めるため、全社的にＤＸに取り組み、収益性の向上を図ってまいります。また、中長期的な
活動として、ＳＤＧｓへ向けて全社共有化を図り、活動を加速させていきます。
当企業グループは、モノづくりを通して、持続可能な社会の形成と産業の発展に貢献しな

がら、業績の拡大と株主価値の向上を図ってまいります。

（3）設備投資の状況
当期におきましては、生産効率の向上、既存設備の劣化に伴う更新等を中心に設備投資を

行なっております。この結果、当期間中に実施した設備投資の総額は260百万円となりまし
た。なお、これらに伴う資金は自己資金を充当しております。

（4）資金調達の状況
特に記載すべき事項はありません。
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（5）財産及び損益の状況の推移
区 分 令和３年度

第111期
令和４年度
第112期

令和５年度
第113期

令和６年度
第114期(当期)

売 上 高（百万円） 27,796 31,189 39,278 36,445
経 常 利 益（百万円） △3,605 △2,583 △1,295 282
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（百万円） △4,495 △2,567 △1,246 488
１株当たり当期純利益（円） △703.61 △401.87 △195.09 76.45
純 資 産（百万円） 5,252 3,164 2,115 2,848
総 資 産（百万円） 32,325 33,578 31,334 30,252
（注）１. △印は、損失を示しています。

２. 第112期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和２年３月31日)等を
適用しております。

（第111期）第111期は、工作機械関連事業は利益を確保したものの、繊維機械事業では売上の水準は低く、ま
た新型エアジェットルームの本格生産開始に伴う初期投資費用の増加等もあり、大幅な損失計上を
余儀なくされました。

（第112期）第112期は、工作機械関連事業は利益を確保したものの、繊維機械事業で生産・売上が低水準であ
ったことに加え、原材料価格や海上輸送運賃等の急激な高騰に対し、販売価格への転嫁やコストダ
ウン活動が追い付かず、大幅な損失計上を余儀なくされました。

（第113期）第113期は、工作機械関連事業で利益を確保し、第3四半期連結会計期間より繊維機械事業でも価
格転嫁、操業度の向上、原価低減の効果が表れ、黒字転換を果たすことができたものの、期初の損
失が大きく、損失計上を余儀なくされました。

（第114期）第114期（当期）につきましては、「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

令和６年度
第114期(当期)

36,445
282 488

30,252

2,848

76.45
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

共 和 電 機 工 業 株 式 会 社 百万円
50

％
100

電機製品、電気機械器具の
製造・販売

ツ ダ コ マ ・ ゼ ネ ラ ル ・
サ ー ビ ス 株 式 会 社 30 100

当社製品の梱包業務
当社構内の警備及び営繕業務
損害保険代理業務

株式会社Ｔ−Ｔｅｃｈ Ｊａｐａｎ 100 51 製織用準備機械の販売

津田駒機械設備（上海）有限公司 千米ドル
2,200 100 繊維機械の据付・アフターサービス

津田駒機械製造（常熟）有限公司 千人民元
103,390 100 ウォータジェットルームの製造・販売

（注）1. 連結子会社は、上記の５社であります。
2. 津田駒機械製造（常熟）有限公司に対する議決権比率には、間接所有の議決権が含まれております。

③ 重要な関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

経緯津田駒紡織機械（咸陽）有限公司 千人民元
126,000

％
49 エアジェットルームの製造・販売

（注）1. 持分法適用会社は、上記の１社であります。
2. 経緯津田駒紡織機械（咸陽）有限公司は、令和２年９月30日開催の董事会において、解散を決議して

おり、現在同社は清算手続中であります。

当期の連結業績は、「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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（7）主要な事業内容
当企業グループは繊維機械、工作機械関連製品の製造・販売を主な事業としており、各事

業の主要な製品は、次のとおりであります。
事 業 区 分 主 要 製 品

繊 維 機 械 事 業
織 機…エアジェットルーム、ウォータジェットルーム、レピアルーム
準備機…サイジングマシン、ビーマ、ワーパ、クリール
繊維機械部品・装置等
コンポジット機械…自動積層機、スリッタ

工 作 機 械 関 連 事 業 工作機械アタッチメント…NCロータリテーブル、マシンバイス、割出台
その他の機器…パレットチェンジャ、加工機

（8）主要な営業所及び工場
① 当社

名 称 所 在 地

本 社 工 場 石川県金沢市野町５丁目18番18号

野 々 市 工 場 石川県野々市市粟田５丁目100番地

松 任 工 場 石川県白山市宮永市町500番

② 子会社
名 称 所 在 地

共 和 電 機 工 業 株 式 会 社 石川県金沢市増泉４丁目８番16号

津田駒機械製造（常熟）有限公司 中国 江蘇省常熟市常福街道撫順路6号6棟
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（9）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

1,111 名 46 名 減少

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

男性 660 名 26 名 減少 47.1 歳 24.1 年

女性 88 １ 減少 43.1 20.0
合計または

平均 748 27 減少 46.6 23.6

（注）上記の従業員数には、当社から他社への出向者等26名を除いております。

（10）主要な借入先及び借入額
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 6,860 百万円

株 式 会 社 北 國 銀 行 4,640

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 300
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 19,900,300株
（2）発行済株式の総数 6,807,555株（自己株式419,917株を含む。）
（3）株主数 4,483名（自己株式1名を含む。）
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

津 田 駒 取 引 先 持 株 会 1,303,900 株 20.41 ％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 613,200 9.59

U B S A G S I N G A P O R E 308,500 4.82

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 280,757 4.39

株 式 会 社 北 陸 銀 行 241,521 3.78

ツ ダ コ マ 従 業 員 持 株 会 210,500 3.29

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 177,503 2.77

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 114,800 1.79

株 式 会 社 北 國 銀 行 50,055 0.78
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 北陸銀行口
再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 50,000 0.78

（注）1.上記のほか当社所有の自己株式419千株があります。また持株比率は自己株式を控除して計算しており
ます。
2.株式会社ポートフォリアから大量保有報告書により当社の株式を平成30年３月30日現在合計635千株
（保有割合9.33%）保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、期末時点における所有株
式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 高 納 伸 宏 TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役
法務・コンプライアンス室担当

取 締 役 北 野 浩 司
管理部門統括
輸出管理室長
ふぁみーゆツダコマ株式会社 代表取締役

取 締 役 寺 田 武 志
繊維機械事業統括
TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役
津田駒機械設備（上海）有限公司 董事長
津田駒機械製造（常熟）有限公司 董事長

取 締 役 大 河 哲 史 工作機械関連事業統括
ツダコマテクノサポート株式会社 代表取締役

取 締 役 松 原 和 弘

取 締 役 河 村 肇 み ず ほ リ ー ス 株 式 会 社 社外取締役
丸 紅 株 式 会 社 特別顧問
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

常 勤 監 査 役 長 谷 博 史
共 和 電 機 工 業 株 式 会 社
株 式 会 社 T-Tech Japan
ツダコマテクノサポート株式会社

監査役
監査役
監査役

常 勤 監 査 役 若 森 達 雄 ツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社 監査役
ふ ぁ み ー ゆ ツ ダ コ マ 株 式 会 社 監査役

監 査 役 澁 谷 進

監 査 役 梶 政 隆
カ ジ ナ イ ロ ン 株 式 会 社 代表取締役社長
カ ジ レ ー ネ 株 式 会 社 代表取締役社長
株 式 会 社 梶 製 作 所 代表取締役会長

（注）1. 令和６年２月27日開催の第113回定時株主総会において、取締役に松原和弘氏と河村 肇氏が、常勤
監査役に若森達雄氏が選任され、就任いたしました。

2. 令和６年２月27日開催の第113回定時株主総会終結の時をもって、取締役山田茂生氏、越馬進治氏は
任期満了により、退任いたしました。

3. 取締役 松原和弘氏及び河村 肇氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
4. 監査役 澁谷 進氏及び梶 政隆氏は、会社法第２条第16号及び会社法第335条第３項に定める社外

監査役であります。
5. 当社は、取締役 松原和弘氏及び河村 肇氏並びに監査役 澁谷 進氏及び梶 政隆氏を、株式会社

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役 松原和弘氏及び河村 肇氏並びに社外監査役 澁谷 進氏及び梶 政隆

氏は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項で定める最低責任限度額としております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を

保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者
訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の被保険者は取締役、監査役及び執行役員で

あり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
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（4）取締役及び監査役の報酬等の額

区 分
報酬等の総額 報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数
（名）（百万円） 固定報酬 賞与

取 締 役 84 84 ー 9

（うち社外取締役） (11) (11) (ー) (4)

監 査 役 22 22 ー 4

（うち社外監査役） (4) (4) (ー) (2)

合 計 107 107 ー 13

（うち社外役員） (16) (16) (ー) (6)

（注）1. 上記には、令和６年２月27日開催の第113回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(社外
取締役1名)、令和5年12月に逝去された社外取締役1名を含めております。

2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3. 業績連動報酬及び非金銭報酬は該当ありません。
4. 取締役の報酬限度額は昭和60年２月27日開催の定時株主総会において月額30百万円（但し使用人兼

務取締役の使用人給与相当額を除く。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
の員数は13名であります。

5. 監査役の報酬限度額は昭和60年２月27日開催の定時株主総会において月額５百万円と決議いただい
ております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は２名であります。
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（5）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、令和２年２月26日開催の取締役会において、取締役の報酬の決定に関する方針

（以下、決定方針という。）を決議しております。決定方針の内容は、次のとおりでありま
す。
① 基本方針

当社の取締役報酬は、月例の固定報酬と賞与により構成します。月例の固定報酬は、株
主総会における報酬限度額（月額）の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、
中長期的な業績等を反映した金額とします。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な
業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程します。報酬の決定に当たっては、代表取締
役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し、決定します。

② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役会の委任決議に基づ

き、代表取締役へ一任することとしております。現在は、代表取締役会長兼社長 法務・
コンプライアンス室担当 高納伸宏がこれを行っております。
決定権限の委任においては、当社業績を総合的かつ俯瞰的に検討し、各取締役の評価を

行う上で、代表取締役が適任であると判断したためであります。
また、その決定においては、代表取締役に加え、人事担当取締役との協議を経ているこ

とから、取締役会は、報酬の内容の決定について客観性が保たれており、その内容が当該
決定方針に沿うものであると判断しております。
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（6）社外役員等に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 重要な兼職の状況

取 締 役 河 村 肇 み ず ほ リ ー ス 株 式 会 社 社外取締役
丸 紅 株 式 会 社 特別顧問

監 査 役 梶 政 隆
カ ジ ナ イ ロ ン 株 式 会 社 代表取締役社長
カ ジ レ ー ネ 株 式 会 社 代表取締役社長
株 式 会 社 梶 製 作 所 代表取締役会長

（注）１．当社は丸紅株式会社の連結子会社であります丸紅テクノシステム株式会社に、当社製品の販売を行な
っております。なお、当社はみずほリース株式会社との取引はありません。

２．当社はカジレーネ株式会社に当社製品の販売を行なっております。また株式会社梶製作所に当社製品
の部品加工等の委託を行なっております。なお、当社はカジナイロン株式会社との取引はありませ
ん。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 松 原 和 弘
令和6年2月27日の取締役就任以降に開催の取締役会7回
の全てに出席し、豊富な会社経営の経験に基づき発言を行
うなど、取締役会の意思決定に関して適切なご意見を頂い
ております。

取 締 役 河 村 肇
令和6年2月27日の取締役就任以降に開催の取締役会７回
の全てに出席し、豊富な会社経営の経験に基づき発言を行
うなど、取締役会の意思決定に関して適切なご意見を頂い
ております。

監 査 役 澁 谷 進
当事業年度に開催の取締役会10回の全て及び監査役会7回
の全てに出席し、必要に応じ豊富な会社経営の経験に基づ
き発言しました。

監 査 役 梶 政 隆
当事業年度に開催の取締役会10回のうち９回及び監査役
会７回のうち６回に出席し、必要に応じ豊富な会社経営の
経験に基づき発言しました。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

仰星監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 33百万円
② 当社及び当社の連結子会社が支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額 33百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取
引法の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計
額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等について、その適切性、妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
をいたしました。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制の整備に関する、当社取締役会決議の内容は次のとおりでありま
す。
① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守と透明性の高い職務執行を企業活動の基本と

する。
（イ）「取締役会規則」において、重要な意思決定並びに業務執行について取締役会に付議

すべき事項を具体的に定め、取締役会において決定する。
（ウ）当社は、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、取締役及び執行役員による

重要な意思決定と業務執行の経過に対して多面的な検討を行なうとともに、相互監視
を行なう。

（エ）法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、
「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。

（オ）当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除する。
② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書管理
規定のほか社内規定を整備し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、必要に応じて
これらの情報を閲覧できる。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
（ア）リスク管理基本規定に基づき、事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務に

おけるリスクの管理と対応を迅速に行なう。
（イ）全社的なリスクの監視及び全社的対応は総務部が行なう。
（ウ）各事業・業務部門の担当業務におけるリスクは、当該部門長が責任者となり規定の整

備及び徹底、必要な教育を行なう。
（エ）取締役、執行役員並びに各部門長は、各々の職務における重大なリスクの把握に努

め、発見したときは速やかに代表取締役に報告する。
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④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
（ア）当社は執行役員制度を採用し、代表取締役の業務執行を分担、補佐する。
（イ）経営計画及び年度計画を実行するため、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催

し、職務分掌規定に基づき意思決定、業務執行を分担する。
⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）当社は、「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、当社グループの従

業員が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
（イ）総務担当取締役がCSR推進責任者となり、啓蒙活動、教育を実施する。
（ウ）法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、

「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
（エ）法務・コンプライアンス室を設置し、当社の活動に関わる法令の遵守と適正な管理・

運用体制の強化を図る。
⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ア）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社の代表者は各子会社の業務の執行状況について、毎月、当社の代表取締役に報
告する。

（イ）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループに適用されるリスク管理基本規定に基づき、当社及び子会社が連携して

事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速
に行なう。

（ウ）当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体
制
当社グループの経営計画に基づく子会社の業務の執行状況等の報告を受け、グループ

全体の経営資源の配分等の検討・指示を行なう。
（エ）当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制
当社グループに適用される「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、

子会社の取締役等及び使用人が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を
図る。
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⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使
用人に関する事項
監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役室に置く。

⑧ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の異動に関する事項は、監査役会と人事担当取締役

が事前に協議する。
⑨ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に関して
取締役等の指揮命令を受けない。

⑩ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をする
ための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

（ア）当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人（これらの者か
ら報告を受けた者を含む）は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した
場合には速やかに監査役に報告しなければならない。

（イ）当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、監査役の求
めに応じて会社の業務執行状況を報告する。

⑪ 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受け
ないことを確保するための体制
当社グループは、当社の監査役へ報告を行なった者について、当該報告をしたことを

理由として不利な取り扱いを行なわない。
⑫ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理の請求を当社にしたときは、当該請求に係る費用
又は債務が監査役の職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用
又は債務を処理する。

⑬ その他当社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議のほか、必要に応じて重要な会議に出席することがで

きる。また、代表取締役と監査役は情報交換、意見交換を行なう。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、前記の内部統制システムの整備を行ない、取締役会において継続的に経営上の新

たなリスクの対応策について検討しております。その上で、必要に応じて、社内の諸規定及
び業務の見直しを行なっており、内部統制システムの実効性の向上を図っております。
常勤監査役は、監査役監査の他、取締役会、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、業

務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視しております。
法務・コンプライアンス室は、当社の活動に関わる法令の遵守と適正な管理・運用体制の

強化を図るとともに、定期的に内部監査を実施し、財務報告に係る内部統制の有効性の評価
を行なっております。
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連 結 貸 借 対 照 表
単位：百万円

科 目 当 期
令和６年11月30日現在

前 期
（ご参考）

令和５年11月30日現在

資 産 の 部
流 動 資 産 19,140 19,793

現 金 及 び 預 金 2,937 2,574
受取手形及び売掛金 7,770 8,062
棚 卸 資 産 8,018 8,563
そ の 他 425 603
貸 倒 引 当 金 △10 △10

固 定 資 産 11,111 11,541
有 形 固 定 資 産 7,363 7,779
建 物 及 び 構 築 物 2,017 2,169
機械装置及び運搬具 1,325 1,594
土 地 3,826 3,826
建 設 仮 勘 定 67 17
そ の 他 126 172

無 形 固 定 資 産 106 302
ソ フ ト ウ ェ ア 98 267
そ の 他 7 35

投資その他の資産 3,642 3,459
投 資 有 価 証 券 349 917
繰 延 税 金 資 産 18 17
退職給付に係る資産 2,986 2,224
そ の 他 1,012 1,024
貸 倒 引 当 金 △724 △724
資 産 合 計 30,252 31,334

科 目 当 期
令和６年11月30日現在

前 期
（ご参考）

令和５年11月30日現在

負 債 の 部
流 動 負 債 20,386 21,187

支払手形及び買掛金 3,162 3,434
短 期 借 入 金 10,001 10,090
未 払 法 人 税 等 174 109
未 払 金 4,976 5,320
契 約 負 債 996 1,001
受 注 損 失 引 当 金 2 18
製 品 保 証 引 当 金 53 58
そ の 他 1,018 1,152

固 定 負 債 7,017 8,031
長 期 借 入 金 2,453 3,333
環 境 対 策 引 当 金 − 43
退職給付に係る負債 3,592 3,826
繰 延 税 金 負 債 964 827
そ の 他 6 −
負 債 合 計 27,404 29,218
純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,281 793
資 本 金 12,316 12,316
資 本 剰 余 金 2,434 2,434
利 益 剰 余 金 △12,226 △12,714
自 己 株 式 △1,243 △1,243

その他の包括利益累計額 1,435 1,194
その他有価証券評価差額金 120 335
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △7 −
為替換算調整勘定 249 293
退職給付に係る調整累計額 1,072 565

非支配株主持分 131 127
純 資 産 合 計 2,848 2,115
負債純資産合計 30,252 31,334

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
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連 結 損 益 計 算 書
単位：百万円

科 目 当 期
令和５年12月１日から令和６年11月30日まで

前 期
（ご参考）

令和４年12月１日から令和５年11月30日まで

売 上 高 36,445 39,278
売 上 原 価 30,512 34,344
売 上 総 利 益 5,932 4,933
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,534 6,150
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 （△） 398 △1,216
営 業 外 収 益 98 113

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 29 29
為 替 差 益 5 19
補 助 金 収 入 35 20
そ の 他 29 44

営 業 外 費 用 214 192
支 払 利 息 214 187
支 払 手 数 料 − 3
そ の 他 0 1

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （△） 282 △1,295
特 別 利 益 432 206

固 定 資 産 売 却 益 9 2
投 資 有 価 証 券 売 却 益 423 204

特 別 損 失 31 3
固 定 資 産 処 分 損 4 3
減 損 損 失 26 −
そ の 他 0 −

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 683 △1,092
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 105 34
法 人 税 等 調 整 額 86 107
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 （△） 491 △1,235
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3 11
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 488 △1,246

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
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貸 借 対 照 表
単位：百万円

科 目 当 期
令和６年11月30日現在

前 期
（ご参考）

令和５年11月30日現在

資 産 の 部
流 動 資 産 15,646 16,159

現 金 及 び 預 金 2,059 1,631
受 取 手 形 711 1,014
売 掛 金 7,421 7,156
製 品 3,111 3,930
仕 掛 品 863 664
原材料及び貯蔵品 1,588 1,541
前 払 費 用 21 18
そ の 他 1,119 1,306
貸 倒 引 当 金 △1,251 △1,105

固 定 資 産 10,056 10,846
有 形 固 定 資 産 6,226 6,617
建 物 1,636 1,778
構 築 物 41 45
機 械 及 び 装 置 1,249 1,493
車 両 運 搬 具 3 8
工具、器具及び備品 109 155
土 地 3,118 3,118
建 設 仮 勘 定 67 17

無 形 固 定 資 産 94 263
ソ フ ト ウ ェ ア 88 255
そ の 他 5 7

投資その他の資産 3,736 3,965
投 資 有 価 証 券 283 781
関 係 会 社 株 式 1,832 1,832
前 払 年 金 費 用 1,385 1,103
そ の 他 957 970
貸 倒 引 当 金 △722 △722
資 産 合 計 25,703 27,006

科 目 当 期
令和６年11月30日現在

前 期
（ご参考）

令和５年11月30日現在

負 債 の 部
流 動 負 債 18,033 18,767

支 払 手 形 301 374
買 掛 金 2,061 2,254
短 期 借 入 金 8,980 8,980
未 払 金 4,942 5,247
未 払 費 用 672 804
未 払 法 人 税 等 171 76
契 約 負 債 741 840
預 り 金 94 105
受 注 損 失 引 当 金 2 18
製 品 保 証 引 当 金 53 58
そ の 他 11 7

固 定 負 債 6,087 6,976
長 期 借 入 金 2,370 3,150
退 職 給 付 引 当 金 3,242 3,307
環 境 対 策 引 当 金 − 43
繰 延 税 金 負 債 475 475
負 債 合 計 24,121 25,744
純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,468 945
資 本 金 12,316 12,316
資 本 剰 余 金 1,655 1,655
資 本 準 備 金 500 500
その他資本剰余金 1,155 1,155

利 益 剰 余 金 △11,260 △11,783
その他利益剰余金 △11,260 △11,783
繰越利益剰余金 △11,260 △11,783

自 己 株 式 △1,243 △1,243
評価・換算差額等 112 316

その他有価証券評価差額金 120 316
繰延ヘッジ損益 △7 −
純 資 産 合 計 1,581 1,262
負債純資産合計 25,703 27,006

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
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損 益 計 算 書
単位：百万円

科 目 当 期
令和５年12月１日から令和６年11月30日まで

前 期
（ご参考）

令和４年12月１日から令和５年11月30日まで

売 上 高 33,533 35,340
売 上 原 価 28,236 31,116
売 上 総 利 益 5,297 4,223
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,865 5,409
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 （△） 431 △1,185
営 業 外 収 益 228 350

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 58 54
為 替 差 益 102 248
そ の 他 67 47

営 業 外 費 用 318 430
支 払 利 息 172 145
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 145 281
そ の 他 0 3

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （△） 341 △1,265
特 別 利 益 364 206

固 定 資 産 売 却 益 0 2
投 資 有 価 証 券 売 却 益 364 204

特 別 損 失 2 1
固 定 資 産 処 分 損 2 1

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 703 △1,060
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 94 12
法 人 税 等 調 整 額 85 106
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 （△） 523 △1,179

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

2025年01月27日 14時31分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

テルメ金沢●

松島交差点

寺町野町三丁目
野町

兼六園
片町

新神田

増泉

至 福井至 福井

至 福井

至 富山
金沢港口（西口）

兼六園口（東口）

至 富山

武蔵が辻有松

北陸鉄道石川線

津田駒工業株式会社

北陸新幹線

●テレビ金沢

野町広小路

専光寺

金沢西IC 北陸自動車道

日本海

金沢駅

野町駅

8

8

会 場 外 観

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場：石川県金沢市野町５丁目18番18号
	 津田駒工業株式会社	本社	６階	大会議室
電　話：（076）242-1110

交通のご案内
金沢駅からタクシーで	………………約20分
金沢駅から北鉄バスで	………………約25分
※	金沢駅兼六園口（東口）9番バスのりばから乗車、「野町」
停留所下車徒歩5分程度です。
金沢西ICから（北陸自動車道）	…… 約20分
※	野町三丁目の交差点を野町駅方向にお曲がりください。
※	カーナビによっては、当社の正門以外へ誘導する場合
がございますので、目的地設定を「野町駅」（石川線）
としてください。
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